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電気通信施設点検業務積算基準（案） 

 

 

１ 適用範囲 

国土交通省の所掌事務に係る国の直轄事業(官庁営繕部、都市局、水管理・国土保全局及び道

路局の所掌に属するものに限る。)に係る電気通信施設の点検業務（別途点検基準等に定められた

点検周期に基づいて点検を行い、各種施設の運用状態を報告する業務。以下「点検業務」という。）

の費用を算定する場合は、この基準に定めるところによる。 

 

 

２ 点検業務費の構成 

点検業務費の構成は、以下のとおりとする。 

 

 

 

 

２－１ 直接費 

直接費は、次の項目について計上する。 

（１） 労務費 

   (ｲ) 直接人件費 

当該点検業務に従事する点検技術者・点検技術員の人件費で、その基準日額は別に定 
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めるところによる。 

   (ﾛ) 賃金 

当該点検業務に従事するのに要する直接人件費以外の労務費用である。 

（２） 材料費 

     当該点検業務を実施するのに要する材料の費用である。 

（３） 直接経費 

(ｲ) 機械経費 

      当該点検業務を実施するのに要する測定機器等の費用である。 

      その算定は、別に定められた「請負工事機械経費積算要領」に準ずる。 

 

(ﾛ) 旅費交通費 

当該点検業務を実施するのに要する点検技術者、点検技術員の旅費交通費である。 

その算定は、「国家公務員等の旅費に関する法律」、「国土交通省所管旅費取扱規則」及

び、「国土交通省日額旅費支給規則」に準ずる。 

日当、普通日額旅費及び滞在日額旅費の積算は、消費税及び地方消費税抜きの金額で

計上するものとする。 

(ﾊ) 安全費 

当該点検業務における安全対策に要する費用である。 

(ﾆ) その他 

人員輸送、機材運搬、及び当該点検業務を実施するのに必要な仮設備等に要する費用と

する。 

      その算定は、積み上げ計上とする。 

（４） 技術管理費 

当該点検業務を実施するのに要する技術管理の費用である。 

 

 

２－２ 間接費 

作業管理部門で必要とする経費であり、直接費で積算された以外の費目とし、一般管理費等  

と合わせて諸経費として計上する。 

 

 

２－３ 一般管理費等  

一般管理費及び付加利益よりなり、間接費と合わせて諸経費として計上する。 

（１） 一般管理費 

一般管理費は、点検業務を実施する企業の本店及び支店における経費であって、役員報酬、   

従業員給与手当、退職金、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣 

 

 

めるところによる。 

   (ﾛ) 賃金 

当該点検業務に従事するのに要する直接人件費以外の労務費用である。 

（２） 材料費 

     当該点検業務を実施するのに要する材料の費用である。 

（３） 直接経費 

(ｲ) 機械経費 

      当該点検業務を実施するのに要する測定機器等の費用である。 

      その算定は、別に定められた「請負工事機械経費積算要領」に準ずる。なお、運転時間外の

機械の確保が必要な場合は、設計変更により精算計上できるものとする。 

(ﾛ) 旅費交通費 

当該点検業務を実施するのに要する点検技術者、点検技術員の旅費交通費である。 

その算定は、「国家公務員等の旅費に関する法律」、「国土交通省所管旅費取扱規則」及

び、「国土交通省日額旅費支給規則」に準ずる。 

日当、普通日額旅費及び滞在日額旅費の積算は、消費税及び地方消費税抜きの金額で

計上するものとする。 

(ﾊ) 安全費 

当該点検業務における安全対策に要する費用である。 

(ﾆ) その他 

人員輸送、機材運搬、交通規制、及び当該点検業務を実施するのに必要な仮設備等に要

する費用とする。 

      その算定は、積み上げ計上とする。 

（４） 技術管理費 

当該点検業務を実施するのに要する技術管理の費用である。 

 

 

２－２ 間接費 

作業管理部門で必要とする経費であり、直接費で積算された以外の費目とし、一般管理費等  

と合わせて諸経費として計上する。 
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一般管理費及び付加利益よりなり、間接費と合わせて諸経費として計上する。 

（１） 一般管理費 

一般管理費は、点検業務を実施する企業の本店及び支店における経費であって、役員報酬、

従業員給与手当、退職金、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見積徴収による変更契約での

対応を明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通規制を要する点検では、人

件費や規制材を安全費で賄う

のは受注者の負担が大きいた

め。 
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伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等を含む。 

（２） 付加利益 

付加利益は、点検業務を実施する企業を継続的に運営するのに要する費用であって、法人

税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外経費

等を含む。 

 

 

２－４ 消費税相当額 

消費税相当額は、消費税及び地方消費税相当分を積算するものとする。 

 

 

２－５ 点検業務費の積算方式 

（１） 点検業務費 

点検業務費は、次式によって積算する。 

点検業務費＝（直接費）＋（間接費）＋（一般管理費等）＋（消費税相当額） 

＝（直接費）＋（諸経費）＋（消費税相当額） 

＝（直接費）×｛１＋（諸経費率）｝＋（点検業務価格×消費税率） 

（２） 諸経費 

諸経費は、別表第１又は別表第２により直接費毎に求められた諸経費率を当該直接費に乗じて

得た額とする。 

 

 

２－６ 材料費等の価格等の扱い 

点検業務価格に係る各費目の積算に使用する材料等の価格等は、消費税及び地方消費税相

当分を含まないものとする。 

 

 

３ 標準歩掛 

標準歩掛は、別紙「電気通信施設点検業務標準歩掛表」によるものとする。 
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別表第１ 

 

（１） 諸経費率標準値 

直 接 費 50 万円以下 50 万円を超え 

１億円以下 

１億円を 

超えるもの 

適用区分等 下記の率とする (2)の算定式により求められた率と

する。ただし、変数値は下記によ

る。 

下記の率とする 

 

A ｂ 

率又は変数値 ７５．１％ １６２．２３ -0.1239 ３９．０％ 

 

 （２） 算出式 

      

 

               Ｚ   ：  諸経費率（単位：％） 

               Ｘ   ： 直接費  （単位：円） 

               Ａ，ｂ；  変数値 

 

        ただし、諸経費率の値は、小数点以下第２位を四捨五入して小数点以下１位止めとする。 

 

 

 

 

               ｙ  ： 諸経費 （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１ 

 

（１） 諸経費率標準値 

直 接 費 50 万円以下 50 万円を超え 

１億円以下 

１億円を 

超えるもの 

適用区分等 下記の率とする (2)の算定式により求められた率と

する。ただし、変数値は下記によ

る。 

下記の率とする 

 

A ｂ 

率又は変数値 ７５．１％ １６２．２３ -0.1239 ３９．０％ 

 

 （２） 算出式 

      

 

               Ｚ   ：  諸経費率（単位：％） 

               Ｘ   ： 直接費  （単位：円） 

               Ａ，ｂ；  変数値 

 

        ただし、諸経費率の値は、小数点以下第２位を四捨五入して小数点以下１位止めとする。 

 

 

 

 

               ｙ  ： 諸経費 （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



電気通信施設点検基準(案) 新旧対照表 

5 

旧 令和３年版 新 朱書き修正 改定主旨・根拠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状） 

別表第１→別紙→別表第２ 

 

改定） 

別表第１→別表第２→別紙 
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別 紙 
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１．一般事項 

 （１） 本歩掛は、「電気通信施設点検基準（案）」に基づき点検業務を行う場合の標準歩掛を示すもの

で、必ずしもすべてについて適用し得るものではなく、実際の運用に当たっては、この標準歩掛を

基準にして、次のような諸条件を勘定して歩掛を決定するものとする。  

ア、点検対象物件の地形及び立地条件 

イ、点検業務等仕様の内容 

ウ、その他特殊条件 

 （２） 本歩掛は、点検１回当たりの人員である。 

 （３） １組とは機器標準仕様書において、現用機及び予備機について構成されるものをいう。なお現用

機のみの場合は、本歩掛の６０％とする。 

 （４） 本歩掛には、点検業務を行う場合に、必要な通常の準備及び跡片づけを含むものとする。 

 （５） 対向を必要とする場合は、実状に合わせて、別途算出するものとする。 

 （６） 点検業務における無線局間等の移動時間については、別途積算し、必要な人員を計上するもの

とする。 

 （７） 交通誘導警備員、高所作業車（リフト車）、橋梁点検車、交通誘導用機材が必要な場合は、    

別途計上するものとする。 

     ただし、交通誘導用機材については、現場条件又は交通管理者からの指示等で使用する特    

殊なものに限り計上することとし、発注者と受注者の協議により計上するものとする。 

 

２．標準歩掛（案） 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．一般事項 

 （１） 本歩掛は、「電気通信施設点検基準（案）」に基づき点検業務を行う場合の標準歩掛を示すもの

で、必ずしもすべてについて適用し得るものではなく、実際の運用に当たっては、この標準歩掛を

基準にして、次のような諸条件を勘定して歩掛を決定するものとする。  

ア、点検対象物件の地形及び立地条件 

イ、点検業務等仕様の内容 

ウ、その他特殊条件 

 （２） 本歩掛は、点検１回当たりの人員である。 

 （３） １組とは機器標準仕様書において、現用機及び予備機について構成されるものをいう。なお現用

機のみの場合は、本歩掛の６０％とする。機器標準仕様書において現用機及び予備機の１組で構

成と規定されるものは、現用機及び予備機を標準とし、現用機のみの場合は本歩掛の６０％とする。 

 （４） 本歩掛には、点検業務を行う場合に、必要な通常の準備及び跡片づけを含むものとする。 

 （５） 対向を必要とする場合は、実状に合わせて、別途算出するものとする。 

 （６） 点検業務における無線局間等の移動時間については、別途積算し、必要な人員を計上するもの

とする。 

 （７） 交通誘導警備員、高所作業車（リフト車）、橋梁点検車、交通誘導用機材が必要な場合は、    

別途計上するものとする。 

    ただし、交通誘導用機材については、現場条件又は交通管理者からの指示等で使用する特    

殊なものに限り計上することとし、発注者と受注者の協議により計上するものとする。 

 

２．標準歩掛（案） 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の見直し 
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現状） 

別表第１→別紙→別表第２ 

 

改定） 

別表第１→別表第２→別紙 
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令和３年１２月

（２／４）

総合点検

電気通信施設点検業務標準歩掛（案）

令和８年３月

（２／４）

総合点検

電気通信施設点検業務標準歩掛（案）
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削除 

削除 

削除 

1 ネットワーク設備

1- 1 ネットワーク 1

2 多重無線通信設備

2- 1 ディジタル多重無線通信装置（128QAM以外） 2

2- 2 ディジタル多重無線通信装置（128QAM） 2

2- 3
多重無線通信装置（400MHz帯 SS-SS 対向型・多方向型）

（400MHz帯 SS-SS 小容量Ｃ型・Ｄ型）
2

3 端局設備

3- 1 ディジタル端局装置 3

4

4- 1 ディジタル端局装置（ＳＤＨ） 4

4- 2 管理施設用小容量光伝送装置（ＰＯＮ） 4

4- 3 情報コンセント（FASTイーサネット方式） 4

5 超短波無線電話設備

5- 1 超短波無線電話装置 5

5- 2 国土交通省デジタル陸上移動通信システム 6

6 Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ設備

6- 1 Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置 7

7

7- 1 テレメータ装置 8

7- 2 放流警報装置 8

7- 3 テレメータ装置（災害対策タイプ１） 8

7- 4 テレメータ装置（災害対策タイプ２） 8

7- 5 テレメータ装置（自律型） 8

8 画像伝送送受信設備(ヘリテレ用)

8- 1 画像伝送送受信装置（ヘリテレ用） 9

8- 2 受信用移動型（ヘリテレ用） 9

9

9- 1 （衛星通信装置（固定局装置）　平成２８年１１月廃止）

9- 2 （衛星通信装置（車載型）　平成２８年１１月廃止）

9- 3 （Ｋｕ－ＳＡＴ（制御地球局・固定・可搬型）　平成２８年１１月廃止）

9- 4 衛星通信装置（車載局装置） 10

9- 5 衛星通信装置（可搬局装置） 10

9- 6 衛星通信装置（固定局装置） 10

衛星通信設備

光ファイバネットワーク関連設備

テレメータ・放流警報設備

1 ネットワーク設備

1- 1 ネットワーク 1

2 多重無線通信設備

2- 1 ディジタル多重無線通信装置（128QAM以外） 2

2- 2 ディジタル多重無線通信装置（128QAM） 2

2- 3
多重無線通信装置（400MHz帯 SS-SS 対向型・多方向型）

（400MHz帯 SS-SS 小容量Ｃ型・Ｄ型）
2

3 端局設備

3- 1 ディジタル端局装置 3

4

4- 1 ディジタル端局装置（ＳＤＨ） 4

4- 2 管理施設用小容量光伝送装置（ＰＯＮ） 4

4- 3 情報コンセント（FASTイーサネット方式） 4

5 超短波無線電話設備

5- 1 超短波無線電話装置 5

5- 2 国土交通省デジタル陸上移動通信システム 6

6 Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ設備

6- 1 （削除）Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置 7

7

7- 1 テレメータ装置 8

7- 2 放流警報装置 8

7- 3 テレメータ装置（災害対策タイプ１） 8

7- 4 テレメータ装置（災害対策タイプ２） 8

7- 5 テレメータ装置（自律型） 8

8 画像伝送送受信設備(ヘリテレ用)

8- 1 （削除）画像伝送送受信装置（ヘリテレ用） 9

8- 2 （削除）受信用移動型（ヘリテレ用） 9

9

9- 1 （衛星通信装置（固定局装置）　平成２８年１１月廃止）

9- 2 （衛星通信装置（車載型）　平成２８年１１月廃止）

9- 3 （Ｋｕ－ＳＡＴ（制御地球局・固定・可搬型）　平成２８年１１月廃止）

9- 4 衛星通信装置（車載局装置） 10

9- 5 衛星通信装置（可搬局装置） 10

9- 6 衛星通信装置（固定局装置） 10

衛星通信設備

光ファイバネットワーク関連設備

テレメータ・放流警報設備
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「総合点検」  ６－１ Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置 （削除） 

「総合点検」    ８－１ 画像伝送送受信装置（ヘリテレ用） （削除） 

「総合点検」    ８－２ 受信用移動型（ヘリテレ用） （削除） 

削除 

削除 

削除 

「総合点検」　　６－１　Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 運用者等からの確認及び報告等 　○ － － －
2 移動局通話の確認 ○
3 通信統制機能の確認 ○ 100台 18.75 18.75
4 移動局登録管理及び変更機能の確

認
○ 100台 18.75 18.75

5 時計の確認 ○ 100台 1.875 1.875

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

点　検　周　期

「総合点検」  ８－１　画像伝送送受信装置（ヘリテレ用）

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 運用者等からの確認及び報告等 　○ － － －
2 映像音声伝送状況の確認 ○ 100局 5.625 5.625
3 データ伝送状況の確認 ○ 100局 9.375 9.375
4 通話機能の確認 ○ 100局 15.000 15.000

「総合点検」  ８－２　受信用移動型（ヘリテレ用）

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 運用者等からの確認及び報告等 　○ － － －
2 映像音声伝送状況の確認 ○ 100台 5.625 5.625
3 データ伝送状況の確認 ○ 100台 9.375 9.375
4 通話機能の確認

○ 100台
11.250
(注)

11.250
(注)

（注）複信通話機能（内線接続含む）がある場合は、8-1NO4通話機能の確認と同一歩掛とする。

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

点　検　周　期

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

点　検　周　期

ﾍﾘｺﾌﾟﾀ 空中線 ﾃﾚﾋﾞ ﾓﾆﾀ 15GHz ﾍﾘｺﾌﾟﾀ 空中線 ﾃﾚﾋﾞﾓﾆﾀ15GHz400MHz  ﾍﾘｺﾌﾟﾀ 空中線15GHz

ﾍﾘｺﾌﾟﾀ 空中線 ﾃﾚﾋﾞ ﾓﾆﾀ 15GHz ﾍﾘｺﾌﾟﾀ 空中線 ﾃﾚﾋﾞﾓﾆﾀ15GHz400MHz
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令和３年１２月

（３／４）

個別点検

電気通信施設点検業務標準歩掛（案）

令和８年３月

（３／４）

個別点検

電気通信施設点検業務標準歩掛（案）
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廃止 

廃止 

旧仕様であることを明記 

1 多重無線通信装置

1- 1 ディジタル多重無線通信装置（128QAM以外） 1

1- 2 ディジタル多重無線通信装置（128QAM） 1

1- 3 多重無線通信装置（400MHz帯 SS-SS 対向型・多方向型） 1

1- 4 多重無線通信装置（400MHz帯 SS-SS 小容量Ｃ型・Ｄ型） 2

1- 5 デハイドレータ 2

1- 6 ＦＷＡ無線装置(18GHz) 2

1- 7 ディジタル多重無線通信装置（128QAM以外：新スプリアス規格準拠） 3

1- 8 ディジタル多重無線通信装置（128QAM：新スプリアス規格準拠） 3

2 端局装置

2- 1 ディジタル端局装置 4

2- 2 小容量ディジタル端局装置 4

2- 3 網同期装置 4

3 遠方監視制御装置

3- 1 遠方監視制御装置（監視制御装置／被監視制御装置） 5

3- 2 専用通信網監視制御装置（監視制御装置／被監視制御装置） 5

4 光ファイバネットワーク関連装置

4- 1- 1 ディジタル端局装置（ＳＤＨ）（本体） 6

4- 1- 2 ディジタル端局装置（ＳＤＨ）（光中継増幅装置） 6

4- 1- 3 ディジタル端局装置（ＳＤＨ）（再生中継装置） 6

4- 1- 4 ディジタル端局装置（ＳＤＨ）（支線系ＳＤＨ端局装置） 6

4- 1- 5 管理施設用小容量光伝送装置（親局ＭＰＯＮ） 6

4- 1- 6 管理施設用小容量光伝送装置（子局ＳＰＯＮ） 6

4- 1- 7 管理施設用小容量光伝送装置ＷＤＭ型（親局ＭＰＯＮ） 7

4- 1- 8 管理施設用小容量光伝送装置ＷＤＭ型（子局ＳＰＯＮ） 7

4- 2- 1 情報コンセント設備（本局設備）　ＦＡＳＴイーサネット方式 7

4- 2- 2 情報コンセント設備（事務所設備）　ＦＡＳＴイーサネット方式 7

4- 2- 3 情報コンセント設備（出張所設備）　ＦＡＳＴイーサネット方式 8

4- 2- 4 情報コンセント設備（中継設備）　ＦＡＳＴイーサネット方式 8

4- 2- 5 情報コンセント設備（可搬端末装置）　ＦＡＳＴイーサネット方式 8

4- 2- 6 情報コンセント設備（情報コンセント側光回線点検）　ＦＡＳＴイーサネット方式 8

4- 3- 1 光ファイバ線路統括管理装置 8

4- 3- 2 光ファイバ線路中央監視装置 9

4- 3- 3 光ファイバ線路中央管理装置 9

1 多重無線通信装置

1- 1 ディジタル多重無線通信装置（128QAM以外） 1

1- 2 ディジタル多重無線通信装置（128QAM） 1

1- 3 多重無線通信装置（400MHz帯 SS-SS 対向型・多方向型） 1

1- 4 多重無線通信装置（400MHz帯 SS-SS 小容量Ｃ型・Ｄ型） 2

1- 5 デハイドレータ 2

1- 6 ＦＷＡ無線装置(18GHz) 2

1- 7 ディジタル多重無線通信装置（128QAM以外：新スプリアス規格準拠） 3

1- 8 ディジタル多重無線通信装置（128QAM：新スプリアス規格準拠） 3

2 端局装置

2- 1 ディジタル端局装置 4

2- 2 小容量ディジタル端局装置 4

2- 3 網同期装置（廃止） 4

3 遠方監視制御装置

3- 1 遠方監視制御装置（監視制御装置／被監視制御装置） 5

3- 2 専用通信網監視制御装置（監視制御装置／被監視制御装置） 5

4 光ファイバネットワーク関連装置

4- 1- 1 ディジタル端局装置（ＳＤＨ）（本体） 6

4- 1- 2 ディジタル端局装置（ＳＤＨ）（光中継増幅装置） 6

4- 1- 3 ディジタル端局装置（ＳＤＨ）（再生中継装置） 6

4- 1- 4 ディジタル端局装置（ＳＤＨ）（支線系ＳＤＨ端局装置） 6

4- 1- 5 管理施設用小容量光伝送装置（親局ＭＰＯＮ） 6

4- 1- 6 管理施設用小容量光伝送装置（子局ＳＰＯＮ） 6

4- 1- 7 管理施設用小容量光伝送装置ＷＤＭ型（親局ＭＰＯＮ） 7

4- 1- 8 管理施設用小容量光伝送装置ＷＤＭ型（子局ＳＰＯＮ） 7

4- 2- 1 情報コンセント設備（本局設備）　ＦＡＳＴイーサネット方式 7

4- 2- 2 情報コンセント設備（事務所設備）　ＦＡＳＴイーサネット方式 7

4- 2- 3 情報コンセント設備（出張所設備）　ＦＡＳＴイーサネット方式 8

4- 2- 4 情報コンセント設備（中継設備）　ＦＡＳＴイーサネット方式 8

4- 2- 5 情報コンセント設備（可搬端末装置）　ＦＡＳＴイーサネット方式 8

4- 2- 6 情報コンセント設備（情報コンセント側光回線点検）　ＦＡＳＴイーサネット方式 8

4- 3- 1 光ファイバ線路統括管理装置（廃止） 8

4- 3- 2 光ファイバ線路中央監視装置（旧仕様（平成２９年１０月改定前）） 9

4- 3- 3 光ファイバ線路中央管理装置（旧仕様（平成２９年１０月改定前）） 9
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廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- 3- 4 光ファイバ線路監視装置 10

4- 3- 5 光ファイバ線路管理装置 11

4- 4- 1 光ファイバケーブル線路（地中電線路） 11

4- 4- 2 光ファイバケーブル線路（架空電線路） 11

4- 4- 3 光ファイバケーブル線路（屋内電線路） 11

4- 5
ＩＰネットワーク個別点検
（波長多重伝送装置（ＷＤＭ）、ディジタル端局装置（ＲＰＲ）、Ｌ３－ＳＷ）

11

4- 6
ＩＰネットワーク個別点検
（ディジタル端局装置（MPE方式））

12

4- 7
ＩＰネットワーク個別点検
（波長多重伝送装置（MPE方式）、光中継増幅装置（MPE方式））

13

4- 8
ＩＰネットワーク個別点検
（MPEコントローラ）

14

5 超短波無線電話装置

5- 1 超短波無線電話装置（ＦＸ・ＦＢ（トンネル無線補助設備含む）） 15

5- 2 超短波無線電話装置（ＭＬ） 15

5- 3 超短波無線電話装置（60MHz帯　ＦＸ・ＦＢ）（新スプリアス規格準拠） 16

5- 4 超短波無線電話装置（60MHz帯　ＭＬ）（新スプリアス規格準拠） 16

5- 5
国土交通省デジタル陸上移動通信システム
（基地局無線装置（ＦＢ）、携帯基地局無線装置（ＦＰ））

17

5- 6
国土交通省デジタル陸上移動通信システム
（車載型無線装置（ＭＬ、ＭＰ））

17

5- 7
国土交通省デジタル陸上移動通信システム
（携帯型無線装置（ＭＬ、ＭＰ））

17

5- 8
国土交通省デジタル陸上移動通信システム
（遠隔通信装置・遠隔通信制御装置）

18

6 Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置

6- 1 Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（総轄局装置（ＳＳ）） 19

6- 2 Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（統制局装置（ＣＳ）） 19

6- 3 Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（基地局装置（ＦＢ）） 19

6- 4 Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（車載型移動局装置（ＭＬ）） 19

6- 5 Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（携帯型移動局装置（ＭＬ）） 19

6- 6 Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（光中継増幅装置・光端末中継装置） 20

7 テレメータ・放流警報装置

7- 1- 1 テレメータ監視局装置 21

7- 1- 2 テレメータ中継局装置（Ｖ－Ｖ中継） 21

7- 1- 3 テレメータ中継局装置（μ－Ｖ中継） 22

7- 1- 4 テレメータ観測局装置 22

7- 1- 5 テレメータ監視局装置（新スプリアス規格準拠） 23

7- 1- 6 テレメータ中継局装置（Ｖ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠） 23

7- 1- 7 テレメータ中継局装置（μ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠） 24

7- 1- 8 テレメータ観測局装置（新スプリアス規格準拠） 24

4- 3- 4 光ファイバ線路監視装置（旧仕様（平成２９年１０月改定前）） 10

4- 3- 5 光ファイバ線路管理装置（旧仕様（平成２９年１０月改定前）） 11

4- 4- 1 光ファイバケーブル線路（地中電線路） 11

4- 4- 2 光ファイバケーブル線路（架空電線路） 11

4- 4- 3 光ファイバケーブル線路（屋内電線路） 11

4- 5
ＩＰネットワーク個別点検
（波長多重伝送装置（ＷＤＭ）、ディジタル端局装置（ＲＰＲ）、Ｌ３－ＳＷ）

11

4- 6
ＩＰネットワーク個別点検
（ディジタル端局装置（MPE方式））

12

4- 7
ＩＰネットワーク個別点検
（波長多重伝送装置（MPE方式）、光中継増幅装置（MPE方式））

13

4- 8
ＩＰネットワーク個別点検
（MPEコントローラ）

14

5 超短波無線電話装置

5- 1 超短波無線電話装置（ＦＸ・ＦＢ（トンネル無線補助設備含む）） 15

5- 2 超短波無線電話装置（ＭＬ） 15

5- 3 超短波無線電話装置（60MHz帯　ＦＸ・ＦＢ）（新スプリアス規格準拠） 16

5- 4 超短波無線電話装置（60MHz帯　ＭＬ）（新スプリアス規格準拠） 16

5- 5
国土交通省デジタル陸上移動通信システム
（基地局無線装置（ＦＢ）、携帯基地局無線装置（ＦＰ））

17

5- 6
国土交通省デジタル陸上移動通信システム
（車載型無線装置（ＭＬ、ＭＰ））

17

5- 7
国土交通省デジタル陸上移動通信システム
（携帯型無線装置（ＭＬ、ＭＰ））

17

5- 8
国土交通省デジタル陸上移動通信システム
（遠隔通信装置・遠隔通信制御装置）

18

6 Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置

6- 1 Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（総轄局装置（ＳＳ））（廃止） 19

6- 2 Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（統制局装置（ＣＳ））（廃止） 19

6- 3 Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（基地局装置（ＦＢ））（廃止） 19

6- 4 Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（車載型移動局装置（ＭＬ））（廃止） 19

6- 5 Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（携帯型移動局装置（ＭＬ））（廃止） 19

6- 6 Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（光中継増幅装置・光端末中継装置）（廃止） 20

7 テレメータ・放流警報装置

7- 1- 1 テレメータ監視局装置 21

7- 1- 2 テレメータ中継局装置（Ｖ－Ｖ中継） 21

7- 1- 3 テレメータ中継局装置（μ－Ｖ中継） 22

7- 1- 4 テレメータ観測局装置 22

7- 1- 5 テレメータ監視局装置（新スプリアス規格準拠） 23

7- 1- 6 テレメータ中継局装置（Ｖ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠） 23

7- 1- 7 テレメータ中継局装置（μ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠） 24

7- 1- 8 テレメータ観測局装置（新スプリアス規格準拠） 24
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廃止 

廃止 

7- 2- 1 放流警報監視局装置 25

7- 2- 2 放流警報中継局装置（Ｖ－Ｖ中継） 25

7- 2- 3 放流警報中継局装置（μ－Ｖ中継） 25

7- 2- 4 放流警報局装置 26

7- 2- 5 放流警報監視局装置（新スプリアス規格準拠） 26

7- 2- 6 放流警報中継局装置（Ｖ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠） 27

7- 2- 7 放流警報中継局装置（μ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠） 27

7- 2- 8 放流警報局装置（新スプリアス規格準拠） 27

7- 3- 1 テレメータ監視局装置（災害対策タイプ１） 28

7- 3- 2 テレメータ中継局装置（災害対策タイプ１）（Ｖ－Ｖ中継） 28

7- 3- 3 テレメータ中継局装置（災害対策タイプ１）（μ－Ｖ中継） 29

7- 3- 4 テレメータ観測局装置（災害対策タイプ１） 29

7- 3- 5 テレメータ監視局装置（災害対策タイプ１：新スプリアス規格準拠） 30

7- 3- 6 テレメータ中継局装置（災害対策タイプ１）（Ｖ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠） 30

7- 3- 7 テレメータ中継局装置（災害対策タイプ１）（μ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠） 30

7- 3- 8 テレメータ観測局装置（災害対策タイプ１：新スプリアス規格準拠） 31

7- 4- 1 テレメータ監視局装置（災害対策タイプ２） 32

7- 4- 2 テレメータ中継局装置（災害対策タイプ２）（Ｖ－Ｖ中継） 32

7- 4- 3 テレメータ中継局装置（災害対策タイプ２）（μ－Ｖ中継） 32

7- 4- 4 テレメータ観測局装置（災害対策タイプ２） 33

7- 4- 5 テレメータ監視局装置（災害対策タイプ２：新スプリアス規格準拠） 33

7- 4- 6 テレメータ中継局装置（災害対策タイプ２）（Ｖ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠） 34

7- 4- 7 テレメータ中継局装置（災害対策タイプ２）（μ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠） 34

7- 4- 8 テレメータ観測局装置（災害対策タイプ２：新スプリアス規格準拠） 34

7- 5- 1 テレメータ監視局装置（自律型） 35

7- 5- 2 テレメータ中継局装置(自律型)（Ｖ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠） 35

7- 5- 3 テレメータ中継局装置(自律型)（Ｖ-μおよびＶ－Ｉ中継） 35

7- 5- 4 テレメータ観測局装置(自律型：新スプリアス規格準拠) 36

8 模写電送装置

8- 1 蓄積同報装置 37

9 画像伝送送受信装置（ヘリテレ用）

9- 1 画像受信用固定型（ヘリテレ用） 38

9- 2 空中線駆動装置（ヘリテレ用） 38

9- 3 制御処理装置（ヘリテレ用） 38

7- 2- 1 放流警報監視局装置 25

7- 2- 2 放流警報中継局装置（Ｖ－Ｖ中継） 25

7- 2- 3 放流警報中継局装置（μ－Ｖ中継） 25

7- 2- 4 放流警報局装置 26

7- 2- 5 放流警報監視局装置（新スプリアス規格準拠） 26

7- 2- 6 放流警報中継局装置（Ｖ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠） 27

7- 2- 7 放流警報中継局装置（μ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠） 27

7- 2- 8 放流警報局装置（新スプリアス規格準拠） 27

7- 3- 1 テレメータ監視局装置（災害対策タイプ１） 28

7- 3- 2 テレメータ中継局装置（災害対策タイプ１）（Ｖ－Ｖ中継） 28

7- 3- 3 テレメータ中継局装置（災害対策タイプ１）（μ－Ｖ中継） 29

7- 3- 4 テレメータ観測局装置（災害対策タイプ１） 29

7- 3- 5 テレメータ監視局装置（災害対策タイプ１：新スプリアス規格準拠） 30

7- 3- 6 テレメータ中継局装置（災害対策タイプ１）（Ｖ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠） 30

7- 3- 7 テレメータ中継局装置（災害対策タイプ１）（μ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠） 30

7- 3- 8 テレメータ観測局装置（災害対策タイプ１：新スプリアス規格準拠） 31

7- 4- 1 テレメータ監視局装置（災害対策タイプ２） 32

7- 4- 2 テレメータ中継局装置（災害対策タイプ２）（Ｖ－Ｖ中継） 32

7- 4- 3 テレメータ中継局装置（災害対策タイプ２）（μ－Ｖ中継） 32

7- 4- 4 テレメータ観測局装置（災害対策タイプ２） 33

7- 4- 5 テレメータ監視局装置（災害対策タイプ２：新スプリアス規格準拠） 33

7- 4- 6 テレメータ中継局装置（災害対策タイプ２）（Ｖ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠） 34

7- 4- 7 テレメータ中継局装置（災害対策タイプ２）（μ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠） 34

7- 4- 8 テレメータ観測局装置（災害対策タイプ２：新スプリアス規格準拠） 34

7- 5- 1 テレメータ監視局装置（自律型） 35

7- 5- 2 テレメータ中継局装置(自律型)（Ｖ－Ｖ中継：新スプリアス規格準拠） 35

7- 5- 3 テレメータ中継局装置(自律型)（Ｖ-μおよびＶ－Ｉ中継） 35

7- 5- 4 テレメータ観測局装置(自律型：新スプリアス規格準拠) 36

8 模写電送装置

8- 1 蓄積同報装置（廃止） 37

9 画像伝送送受信装置（ヘリテレ用）

9- 1 画像受信用固定型（ヘリテレ用）（廃止） 38

9- 2 空中線駆動装置（ヘリテレ用）（廃止） 38

9- 3 制御処理装置（ヘリテレ用）（廃止） 38
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廃止 

廃止 

9- 4 連絡用無線装置（ヘリテレ用） 38

9- 5 データ伝送用無線装置（ヘリテレ用） 39

9- 6 監視制御モニタ装置（ヘリテレ用） 39

9- 7 受信用移動型（ヘリテレ用） 39

9- 8 連絡用無線装置（ヘリテレ用：新スプリアス規格準拠） 40

10 衛星通信装置

10- 1- 1 （衛星通信装置（固定局アンテナ装置）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 1- 2 （衛星通信装置（固定局送受信装置）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 1- 3 （衛星通信装置（固定局個別通信端局装置）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 1- 4 （衛星通信装置（固定局画像端局装置）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 1- 5 （衛星通信装置（固定局回線制御装置（本省局のみ））　平成２８年１１月廃止） 41

10- 2- 1 （衛星通信装置（車載型送受信装置）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 2- 2 （衛星通信装置（車載型個別通信端局装置）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 2- 3 （衛星通信装置（車載型画像端局装置）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 2- 4 （衛星通信装置（車載型アンテナ装置）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 3- 1 （Ｋｕ－ＳＡＴ（制御地球局）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 3- 2 （Ｋｕ－ＳＡＴ（制御地球局回線制御装置）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 3- 3 （Ｋｕ－ＳＡＴ（固定・可搬型）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 4- 1 衛星通信装置（車載局アンテナ装置・送受信装置） 41

10- 4- 2 衛星通信装置（車載局端局装置） 41

10- 4- 3 衛星通信装置（可搬局装置） 42

10- 4- 4 衛星通信装置（固定局アンテナ装置） 42

10- 4- 5 衛星通信装置（固定局送受信装置） 42

10- 4- 6 衛星通信装置（固定局端局装置） 42

10- 4- 7 衛星通信装置（固定局衛星通信端末装置） 43

10- 5 衛星通信装置（固定局送受信装置：新スプリアス規格準拠） 43

11 画像符号化装置

11- 1 画像符号化装置 44

11- 2 ＩＰコーデック（ＩＰエンコーダ、ＩＰデコーダ） 44

12 直流電源装置

12- 1 直流電源装置（多重無線設備用（触媒栓付）） 45

12- 2 直流電源装置（多重無線設備用（ＭＳＥ形等）） 45

12- 3 直流電源装置（テレメータＫＲ用（触媒栓付）） 45

12- 4 直流電源装置（テレメータＫＲ用（ＭＳＥ形等）） 46

9- 4 連絡用無線装置（ヘリテレ用）（廃止） 38

9- 5 データ伝送用無線装置（ヘリテレ用）（廃止） 39

9- 6 監視制御モニタ装置（ヘリテレ用）（廃止） 39

9- 7 受信用移動型（ヘリテレ用）（廃止） 39

9- 8 連絡用無線装置（ヘリテレ用：新スプリアス規格準拠）（削除） 40

10 衛星通信装置

10- 1- 1 （衛星通信装置（固定局アンテナ装置）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 1- 2 （衛星通信装置（固定局送受信装置）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 1- 3 （衛星通信装置（固定局個別通信端局装置）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 1- 4 （衛星通信装置（固定局画像端局装置）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 1- 5 （衛星通信装置（固定局回線制御装置（本省局のみ））　平成２８年１１月廃止） 41

10- 2- 1 （衛星通信装置（車載型送受信装置）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 2- 2 （衛星通信装置（車載型個別通信端局装置）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 2- 3 （衛星通信装置（車載型画像端局装置）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 2- 4 （衛星通信装置（車載型アンテナ装置）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 3- 1 （Ｋｕ－ＳＡＴ（制御地球局）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 3- 2 （Ｋｕ－ＳＡＴ（制御地球局回線制御装置）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 3- 3 （Ｋｕ－ＳＡＴ（固定・可搬型）　平成２８年１１月廃止） 41

10- 4- 1 衛星通信装置（車載局アンテナ装置・送受信装置） 41

10- 4- 2 衛星通信装置（車載局端局装置） 41

10- 4- 3 衛星通信装置（可搬局装置） 42

10- 4- 4 衛星通信装置（固定局アンテナ装置） 42

10- 4- 5 衛星通信装置（固定局送受信装置） 42

10- 4- 6 衛星通信装置（固定局端局装置） 42

10- 4- 7 衛星通信装置（固定局衛星通信端末装置） 43

10- 5 衛星通信装置（固定局送受信装置：新スプリアス規格準拠） 43

11 画像符号化装置

11- 1 画像符号化装置（廃止） 44

11- 2 ＩＰコーデック（ＩＰエンコーダ、ＩＰデコーダ） 44

12 直流電源装置

12- 1 直流電源装置（多重無線設備用（触媒栓付）） 45

12- 2 直流電源装置（多重無線設備用（ＭＳＥ形等）） 45

12- 3 直流電源装置（テレメータＫＲ用（触媒栓付）） 45

12- 4 直流電源装置（テレメータＫＲ用（ＭＳＥ形等）） 46
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電子媒体での管理に移行した

ため削除 

27- 11 通信接続装置Ⅱ（処理局） 74

27- 12 動作監視装置（処理局） 75

27- 13 動作制御装置（処理局） 75

27- 14 高輝度ＰＰＩ装置（処理局） 75

27- 15 解析処理装置・データ記録処理 75

27- 16 送受信装置（レーダ局：新スプリアス規格準拠） 76

28 地震情報システム

28- 1 地震情報システム（集配信制御装置（本局設備）） 77

28- 2 地震情報システム（通信制御装置（事務所設備）） 77

28- 3 強震計測装置 77

29 ダム管理用制御処理設備

29- 1
ダム情報処理装置、ダム放流設備制御装置（処理装置、サーバ等、端末装置（ＰＣ，Ｗ
Ｓ））

78

29- 2 入出力インタフェース装置 78

29- 3 入出力中継装置 78

29- 4 遠方手動操作卓（監視制御卓） 78

29- 5 情報処理操作卓／表示設定操作卓 79

29- 6 試験装置（訓練装置） 79

29- 7 記録計（アナログ式） 79

29- 8 水位計（デジタル、アナログ式） 79

29- 9 開度計 79

29- 10 分岐切替装置 80

29- 11 前処理装置／入出力処理装置（光ケーブル伝送方式） 80

29- 12 前処理装置／入出力処理装置（メタルケーブル伝送方式）〕 80

29- 13 機側伝送装置（ゲート用） 80

29- 14 機側伝送装置（水位計用） 81

29- 15 通信制御処理装置／情報伝達処理装置 81

29- 16 ゲート制御装置 81

29- 17 中継端子盤 81

29- 18 光ケーブル接続盤 81

30 受変電設備

30- 1 自家用電気設備環境点検 82

30- 2 受変電設備（継電器類共通事項（誘導形）） 82

30- 3 受変電設備（継電器類共通事項（静止形）） 82

30- 4 受変電設備（図書類・予備品等の確認） 82

27- 11 通信接続装置Ⅱ（処理局） 74

27- 12 動作監視装置（処理局） 75

27- 13 動作制御装置（処理局） 75

27- 14 高輝度ＰＰＩ装置（処理局） 75

27- 15 解析処理装置・データ記録処理 75

27- 16 送受信装置（レーダ局：新スプリアス規格準拠） 76

28 地震情報システム

28- 1 地震情報システム（集配信制御装置（本局設備）） 77

28- 2 地震情報システム（通信制御装置（事務所設備）） 77

28- 3 強震計測装置 77

29 ダム管理用制御処理設備

29- 1
ダム情報処理装置、ダム放流設備制御装置（処理装置、サーバ等、端末装置（ＰＣ，Ｗ
Ｓ））

78

29- 2 入出力インタフェース装置 78

29- 3 入出力中継装置 78

29- 4 遠方手動操作卓（監視制御卓） 78

29- 5 情報処理操作卓／表示設定操作卓 79

29- 6 試験装置（訓練装置） 79

29- 7 記録計（アナログ式） 79

29- 8 水位計（デジタル、アナログ式） 79

29- 9 開度計 79

29- 10 分岐切替装置 80

29- 11 前処理装置／入出力処理装置（光ケーブル伝送方式） 80

29- 12 前処理装置／入出力処理装置（メタルケーブル伝送方式）〕 80

29- 13 機側伝送装置（ゲート用） 80

29- 14 機側伝送装置（水位計用） 81

29- 15 通信制御処理装置／情報伝達処理装置 81

29- 16 ゲート制御装置 81

29- 17 中継端子盤 81

29- 18 光ケーブル接続盤 81

30 受変電設備

30- 1 自家用電気設備環境点検 82

30- 2 受変電設備（継電器類共通事項（誘導形）） 82

30- 3 受変電設備（継電器類共通事項（静止形）） 82

30- 4 受変電設備（図書類・予備品等の確認） 82
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10kW 以下を対象とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37- 4 発動発電機（ディーゼル：　５００ｋＶＡ以下）（煙道、消音器） 96

37- 3 発動発電機（ディーゼル：１０００ｋＶＡ以下）（直流電源盤） 96

37- 4 発動発電機（ディーゼル：１０００ｋＶＡ以下）（煙道、消音器） 96

37- 5 発動発電機（ディーゼル：　　１０ｋＶＡ以下）（発電機盤・制御盤） 97

37- 5 発動発電機（ディーゼル：　　５０ｋＶＡ以下）（発電機盤・制御盤） 97

37- 5 発動発電機（ディーゼル：　２００ｋＶＡ以下）（発電機盤・制御盤） 97

37- 5 発動発電機（ディーゼル：　５００ｋＶＡ以下）（発電機盤・制御盤） 97

37- 5 発動発電機（ディーゼル：１０００ｋＶＡ以下）（発電機盤・制御盤） 97

37- 6 発動発電機（ガスタービン：　５００ｋＶＡ以下）（原動機） 98

37- 6 発動発電機（ガスタービン：１０００ｋＶＡ以下）（原動機） 98

37- 7 発動発電機（ガスタービン：　５００ｋＶＡ以下）（発電機） 98

37- 7 発動発電機（ガスタービン：１０００ｋＶＡ以下）（発電機） 98

37- 8 発動発電機（ガスタービン：　５００ｋＶＡ以下）（直流電源盤） 99

37- 9 発動発電機（ガスタービン：　５００ｋＶＡ以下）（煙道） 99

37- 8 発動発電機（ガスタービン：１０００ｋＶＡ以下）（直流電源盤） 99

37- 9 発動発電機（ガスタービン：１０００ｋＶＡ以下）（煙道） 99

37- 10 発動発電機（ガスタービン：　５００ｋＶＡ以下）（発電機盤・制御盤） 99

37- 10 発動発電機（ガスタービン：１０００ｋＶＡ以下）（発電機盤・制御盤） 99

37- 11 発動発電機（携帯型） 100

38 地下タンク設備

38- 1 地下タンク設備 101

39 太陽光発電設備

39- 1 太陽電池アレイ（１０ｋＷ） 102

39- 2 太陽光発電設備（接続箱（１０ｋＷ）） 102

39- 3 太陽光発電設備（パワーコンディショナ（１０ｋＷ）） 102

40 風力発電設備

40- 1 風力発電装置（１０ｋＷ以下） 103

41 環境点検

41- 1 環境点検（観測局舎、中継所局舎等） 104

41- 2 環境点検（受変電設備建屋） 104

41- 3 環境点検（空調設備） 104

42 国土交通省公共ブロードバンド移動通信システム

42- 1 国土交通省公共ブロードバンド移動通信システム 105

43 ITSスポット

37- 4 発動発電機（ディーゼル：　５００ｋＶＡ以下）（煙道、消音器） 96

37- 3 発動発電機（ディーゼル：１０００ｋＶＡ以下）（直流電源盤） 96

37- 4 発動発電機（ディーゼル：１０００ｋＶＡ以下）（煙道、消音器） 96

37- 5 発動発電機（ディーゼル：　　１０ｋＶＡ以下）（発電機盤・制御盤） 97

37- 5 発動発電機（ディーゼル：　　５０ｋＶＡ以下）（発電機盤・制御盤） 97

37- 5 発動発電機（ディーゼル：　２００ｋＶＡ以下）（発電機盤・制御盤） 97

37- 5 発動発電機（ディーゼル：　５００ｋＶＡ以下）（発電機盤・制御盤） 97

37- 5 発動発電機（ディーゼル：１０００ｋＶＡ以下）（発電機盤・制御盤） 97

37- 6 発動発電機（ガスタービン：　５００ｋＶＡ以下）（原動機） 98

37- 6 発動発電機（ガスタービン：１０００ｋＶＡ以下）（原動機） 98

37- 7 発動発電機（ガスタービン：　５００ｋＶＡ以下）（発電機） 98

37- 7 発動発電機（ガスタービン：１０００ｋＶＡ以下）（発電機） 98

37- 8 発動発電機（ガスタービン：　５００ｋＶＡ以下）（直流電源盤） 99

37- 9 発動発電機（ガスタービン：　５００ｋＶＡ以下）（煙道） 99

37- 8 発動発電機（ガスタービン：１０００ｋＶＡ以下）（直流電源盤） 99

37- 9 発動発電機（ガスタービン：１０００ｋＶＡ以下）（煙道） 99

37- 10 発動発電機（ガスタービン：　５００ｋＶＡ以下）（発電機盤・制御盤） 99

37- 10 発動発電機（ガスタービン：１０００ｋＶＡ以下）（発電機盤・制御盤） 99

37- 11 発動発電機（携帯型） 100

38 地下タンク設備

38- 1 地下タンク設備 101

39 太陽光発電設備

39- 1 太陽電池アレイ（１０ｋＷ以下） 102

39- 2 太陽光発電設備（接続箱（１０ｋＷ以下）） 102

39- 3 太陽光発電設備（パワーコンディショナ（１０ｋＷ以下）） 102

40 風力発電設備

40- 1 風力発電装置（１０ｋＷ以下） 103

41 環境点検

41- 1 環境点検（観測局舎、中継所局舎等） 104

41- 2 環境点検（受変電設備建屋） 104

41- 3 環境点検（空調設備） 104

42 国土交通省公共ブロードバンド移動通信システム

42- 1 国土交通省公共ブロードバンド移動通信システム 105

43 ITSスポット
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旧 令和３年版 新 朱書き修正 改定主旨・根拠 

廃止 

「個別点検」　２－　１　ディジタル端局装置

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 表示の確認 ○ 100台 － －
2 クロック従属確認 ○ 100台 － －
3 装置警報履歴の収集確認 ○ 100台 － －
4 電圧の確認 ○ 100台 10.000 10.000
5 時計機能の確認 ○ 100台 5.000 5.000
6 保守コンソールの確認 ○ 100台 71.250 71.250
7 接続部の確認 ○ 100台 20.000 20.000
8 機器本体の清掃等 ○ 100台 12.500 12.500
9 図書類・予備品等の確認 ○ 100台 6.250 6.250

「個別点検」　２－　２　小容量ディジタル端局装置

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 表示の確認 ○ 100台 － －
2 クロック従属確認 ○ 100台 － －
3 装置警報履歴の収集確認 ○ 100台 － －
4 電圧の確認 ○ 100台 10.000 10.000
5 時計機能の確認 ○ 100台 5.000 5.000
6 接続部の確認 ○ 100台 13.750 13.750
7 機器本体の清掃等 ○ 100台 12.500 12.500
8 図書類・予備品等の確認 ○ 100台 6.250 6.250

「個別点検」　２－　３　網同期装置

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 表示の確認 ○ 100台 － －
2 電圧の確認 ○ 100台 10.000 10.000
3 時計機能の確認 ○ 100台 5.000 5.000
4 接続部の確認 ○ 100台 8.750 8.750
5 機器本体の清掃等 ○ 100台 12.500 12.500
6 図書類・予備品等の確認 ○ 100台 3.750 3.750

備　考

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

点　検　周　期

点　検　周　期

点　検　周　期

No.

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

「個別点検」　２－　１　ディジタル端局装置

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 表示の確認 ○ 100台 － －
2 クロック従属確認 ○ 100台 － －
3 装置警報履歴の収集確認 ○ 100台 － －
4 電圧の確認 ○ 100台 10.000 10.000
5 時計機能の確認 ○ 100台 5.000 5.000
6 保守コンソールの確認 ○ 100台 71.250 71.250
7 接続部の確認 ○ 100台 20.000 20.000
8 機器本体の清掃等 ○ 100台 12.500 12.500
9 図書類・予備品等の確認 ○ 100台 6.250 6.250

「個別点検」　２－　２　小容量ディジタル端局装置

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 表示の確認 ○ 100台 － －
2 クロック従属確認 ○ 100台 － －
3 装置警報履歴の収集確認 ○ 100台 － －
4 電圧の確認 ○ 100台 10.000 10.000
5 時計機能の確認 ○ 100台 5.000 5.000
6 接続部の確認 ○ 100台 13.750 13.750
7 機器本体の清掃等 ○ 100台 12.500 12.500
8 図書類・予備品等の確認 ○ 100台 6.250 6.250

「個別点検」　２－　３　網同期装置（廃止 ）

No.

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

点　検　周　期

点　検　周　期
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旧 令和３年版 新 朱書き修正 改定主旨・根拠 

 

 

 

 
  

 

 

 

廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
旧仕様であることを明記 

 

 

 

 

 

 

旧仕様であることを明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「個別点検」　４－　３－　１　光ファイバ線路統括管理装置

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 モニタ情報の確認 ○ 100台 － －
2 ハードディスクの確認 ○ 100台 － －

 ○
100台 － －

ＤＡＴ装置のヘッドクリー
ニング

○
100台 1.250 1.250

ＤＡＴテープ交換時期の確
認

4 接続部の確認 ○ 100台 2.500 2.500
5 機器本体の清掃等 ○ 100台 2.500 2.500
6 図書類・予備品等の確認 ○ 100台 3.750 3.750

3 ＤＡＴ装置の確認

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

点　検　周　期

「個別点検」　４－　３－　２　光ファイバ線路中央監視装置

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 障害情報の確認 ○ 100台 － －

100台 12.500 12.500
自動的に異常発生が画面通
知されることを確認

100台 7.500 7.500 障害情報の確認
3 接続部の確認 ○ 100台 2.500 2.500
4 機器本体の清掃等 ○ 100台 2.500 2.500
5 図書類・予備品等の確認 ○ 100台 3.750 3.750

「個別点検」　４－　３－　３　光ファイバ線路中央管理装置

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 ハードディスクの確認 ○ 100台 － －
2 停・復電時の機能確認 ○ 100台 6.250 6.250
3 無停電電源のバッテリ確認 ○ 100台 1.250 1.250

 ○
100台 － －

ＤＡＴ装置のヘッドクリー
ニング

○
100台 1.250 1.250

ＤＡＴテープ交換時期の確
認

5 接続部の確認 ○ 100台 2.500 2.500
6 機器本体の清掃等 ○ 100台 2.500 2.500
7 図書類・予備品等の確認 ○ 100台 3.750 3.750

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

点　検　周　期

4 ＤＡＴ装置の確認

2 線路異常通知機能の確認

点　検　周　期

○

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

「個別点検」　４－　３－　１　光ファイバ線路統括管理装置（廃止）

「個別点検」　４－　３－　２　光ファイバ線路中央監視装置(旧仕様(平成29年10月改定前))

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 障害情報の確認 ○ 100台 － －

100台 12.500 12.500
自動的に異常発生が画面通
知されることを確認

100台 7.500 7.500 障害情報の確認
3 接続部の確認 ○ 100台 2.500 2.500
4 機器本体の清掃等 ○ 100台 2.500 2.500
5 図書類・予備品等の確認 ○ 100台 3.750 3.750

「個別点検」　４－　３－　３　光ファイバ線路中央管理装置(旧仕様(平成29年10月改定前))

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 ハードディスクの確認 ○ 100台 － －
2 停・復電時の機能確認 ○ 100台 6.250 6.250
3 無停電電源のバッテリ確認 ○ 100台 1.250 1.250

 ○
100台 － －

ＤＡＴ装置のヘッドクリー
ニング

○
100台 1.250 1.250

ＤＡＴテープ交換時期の確
認

5 接続部の確認 ○ 100台 2.500 2.500
6 機器本体の清掃等 ○ 100台 2.500 2.500
7 図書類・予備品等の確認 ○ 100台 3.750 3.750

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

点　検　周　期

4 ＤＡＴ装置の確認

2 線路異常通知機能の確認

点　検　周　期

○

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備　考
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旧仕様であることを明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧仕様であることを明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「個別点検」　４－　３－　４　光ファイバ線路監視装置

技術者 技術員 技術者 技術員

測定装置の点検
1 ＬＥＤ表示の確認 ○ 100台 － － － －
2 接続部の確認 ○ 100台 5.000 5.000
3 機器本体の清掃等 ○ 100台 3.750 3.750
監視装置の点検

4 動作確認 ○ 100台 20.000 20.000
100台 27.500 27.500 17.5 17.5 画面通知の確認
100台 10.000 10.000 障害位置表示の確認
100台 5.000 5.000 障害発生方路表示の確認
100台 5.000 5.000 外部警報装置の動作確認

○ 100台 － － 表示の有無の確認
 ○ 100台 5.000 5.000 障害記録内容の確認

7 内蔵時計の確認  ○ 100台 2.500 2.500
8 接続点アドレスの確認 ○ 100台 6.250 6.250
9 接続部の確認 ○ 100台 2.500 2.500

10 機器本体の清掃等 ○ 100台 2.500 2.500
監視装置・測定装置共通の点検

11 図書類・予備品等の確認 ○ 100台 3.750 3.750

6 障害情報の確認

5 線路異常検出機能の確認

単位

○

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

備考

歩掛（人）

No. 確認事項の概要
事務所 出張所等

点　検　周　期

毎
日

12
ヶ
月

「個別点検」　４－　３－　５　光ファイバ線路管理装置

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 モニタ情報の確認 ○ 100台 － －

100台 12.500 12.500
異常発生の管理装置画面へ
の表示確認

100台 10.000 10.000 異常発生地点表示の確認
100台 5.000 5.000 属性データ表示の確認

○ 100台 25.000 25.000 接続点アドレスの確認
3 バックアップデータの確認 ○ 100台 2.500 2.500
4 接続部の確認 ○ 100台 2.500 2.500
5 機器本体の清掃等 ○ 100台 2.500 2.500
6 図書類・予備品等の確認 ○ 100台 3.750 3.750

備　考

○

監視管理装置連携機能の確認

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

2

点　検　周　期

「個別点検」　４－　３－　４　光ファイバ線路監視装置(旧仕様(平成29年10月改定前))

技術者 技術員 技術者 技術員

測定装置の点検
1 ＬＥＤ表示の確認 ○ 100台 － － － －
2 接続部の確認 ○ 100台 5.000 5.000
3 機器本体の清掃等 ○ 100台 3.750 3.750
監視装置の点検

4 動作確認 ○ 100台 20.000 20.000
100台 27.500 27.500 17.5 17.5 画面通知の確認
100台 10.000 10.000 障害位置表示の確認
100台 5.000 5.000 障害発生方路表示の確認
100台 5.000 5.000 外部警報装置の動作確認

○ 100台 － － 表示の有無の確認
 ○ 100台 5.000 5.000 障害記録内容の確認

7 内蔵時計の確認  ○ 100台 2.500 2.500
8 接続点アドレスの確認 ○ 100台 6.250 6.250
9 接続部の確認 ○ 100台 2.500 2.500

10 機器本体の清掃等 ○ 100台 2.500 2.500
監視装置・測定装置共通の点検

11 図書類・予備品等の確認 ○ 100台 3.750 3.750

6 障害情報の確認

5 線路異常検出機能の確認

単位

○

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

備考

歩掛（人）

No. 確認事項の概要
事務所 出張所等

点　検　周　期

毎
日

12
ヶ
月

「個別点検」　４－　３－　５　光ファイバ線路管理装置(旧仕様(平成29年10月改定前))

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 モニタ情報の確認 ○ 100台 － －

100台 12.500 12.500
異常発生の管理装置画面へ
の表示確認

100台 10.000 10.000 異常発生地点表示の確認
100台 5.000 5.000 属性データ表示の確認

○ 100台 25.000 25.000 接続点アドレスの確認
3 バックアップデータの確認 ○ 100台 2.500 2.500
4 接続部の確認 ○ 100台 2.500 2.500
5 機器本体の清掃等 ○ 100台 2.500 2.500
6 図書類・予備品等の確認 ○ 100台 3.750 3.750

備　考

○

監視管理装置連携機能の確認

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

2

点　検　周　期
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「個別点検」  ６－ １ Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（総轄局装置（ＳＳ）） （廃止） 

「個別点検」  ６－ ２ Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（統制局装置（ＣＳ）） （廃止） 

「個別点検」  ６－ ３ Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（基地局装置（ＦＢ）） （廃止） 

「個別点検」  ６－ ４ Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（車載型移動局装置（ＭＬ）） （廃止） 

「個別点検」  ６－ ５ Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（携帯型移動局装置（ＭＬ）） （廃止） 

廃止 

廃止 

廃止 

廃止 

廃止

「個別点検」　　６－　１　Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（総轄局装置（ＳＳ））　

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 ○ - - -
2 ○ 100台 6.250 6.250
3 ○ 100台 3.750 3.750
4 ○ 100台 3.750 3.750
5 ○ 100台 2.500 2.500

○ 100台 3.750 3.750 図書類の確認
○ 100台 3.750 3.750 予備品類の確認

「個別点検」　　６－　２　Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（統制局装置（ＣＳ））

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 ○ - - -
2 ○ 100台 8.750 8.750
3 ○ 100台 3.750 3.750
4 ○ 100台 6.250 6.250
5 ○ 100台 3.750 3.750

○ 100台 3.750 3.750 図書類の確認
○ 100台 3.750 3.750 予備品類の確認

「個別点検」　　６－　３　Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（基地局装置（ＦＢ））

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 ○ - - -
2 ○ 100局 3.750 3.750
3 ○ 100局 6.250 6.250
4 ○ 100局 6.250 6.250
5 ○ 100局 6.250 6.250
6 ○ 100局 8.750 8.750
7 ○ 100局 6.250 6.250

外観の確認 ○
給電線の確認 ○
VＳＷＲ確認 ○ 100基 3.750 3.750

9 ○ 100基 3.750 3.750
10 ○ 100局 3.750 3.750

○ 3.750 3.750 図書類の確認
○ 3.750 3.750 予備品類の確認

「個別点検」　　６－　４　Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（車載型移動局装置（ＭＬ））

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 ○ 100局 2.500 2.500
2 ○ 100局 2.500 2.500
3 ○ 100局 2.500 2.500
4 ○ 100局 3.750 3.750
5 ○ 100局 3.750 3.750

外観の確認 ○
給電線の確認 ○
VＳＷＲ確認 ○

7 ○ 100局 2.500 2.500
8 ○ 100局 3.750 3.750

○ 3.750 3.750 図書類の確認
○ 2.500 2.500 予備品類の確認

「個別点検」　　６－　５　Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（携帯型移動局装置（ＭＬ））

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 ○ 100局 2.500 2.500
2 ○ 100局 2.500 2.500
3 ○ 100局 3.750 3.750
4 ○ 100局 3.750 3.750
5 ○ 100局 3.750 3.750

歩掛（人）

備  考

接続部の確認
機器本体の清掃等

点　検　周　期

確認事項の概要

歩掛（人）

備  考

装置障害履歴の収集確認
電源電圧の確認

確認事項の概要

表示の確認

点　検　周　期

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備  考

点　検　周　期

表示の確認
装置障害履歴の収集確認
電源電圧の確認
接続部の確認
機器本体の清掃等

6 図書類・予備品等の確認

送信周波数確認

6 図書類・予備品等の確認

No.

表示の確認
電源電圧の確認

No.

送信出力確認
スプリアス輻射強度確認
最大周波数偏移確認
12dB SINAD法による感度確認

8 空中線確認
100基 12.500 12.500

接続部の確認
機器本体の清掃等

11 図書類・予備品等の確認
100局

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備  考

各部電圧電流測定
送信周波数確認
送信出力確認

点　検　周　期

スプリアス輻射強度確認

9 図書類・予備品等の確認
100局

最大周波数偏移確認
6 空中線確認

100基

備  考

送信周波数確認
送信出力確認
スプリアス輻射強度確認

点　検　周　期

接続部の確認
機器本体の清掃等

3.750 3.750

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

最大周波数偏移確認
バッテリー性能確認
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「個別点検」  ６－ ６ Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（光中継増幅装置・光端末中継装置） （廃止）

「個別点検」  ８－ １ 蓄積同報装置 （廃止） 

廃止

廃止

「個別点検」　　６－　６　Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ装置（光中継増幅装置・光端末中継装置）

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 ○ 100組 2.500 2.500
2 ○ 100組 3.750 3.750
3 ○ 100組 6.250 6.250
4 ○ 100組 3.750 3.750
5 ○ 100組 12.500 12.500
6 ○ 100組 2.500 2.500

外観の確認 ○
給電線の確認 ○
VＳＷＲ確認 ○

8 ○ 100装置 2.500 2.500
9 ○ 100装置 2.500 2.500

10 ○ 100装置 1.250 1.250

7 空中線確認

No. 確認事項の概要

点　検　周　期 歩掛（人）

不要輻射レベル確認
中継周波数偏差確認
受信入力確認

備  考

電源電圧の確認
ＡＧＣ動作レベル確認
最大利得確認

接続部の確認
機器本体の清掃等
図書類・予備品等の確認

6.250 6.250100基

「個別点検」　　８－　１　蓄積同報装置

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 通信記録の確認 ○ 100台 1.250 1.250
2 受信チャンネルの動作確認 ○ 100台 2.500 2.500
3 送信チャンネルの動作確認 ○ 100台 2.500 2.500
4 信号レベル確認 ○ 100台 2.500 2.500
5 消耗品の補充等 ○ 100台 1.250 1.250
6 接続部の確認 ○ 100台 1.250 1.250
7 機器本体の清掃等 ○ 100台 2.500 2.500

○ 100台 1.250 1.250 図書類の確認
○ 100台 1.250 1.250 予備品類の確認

歩掛（人）

備　考

8 図書類・予備品等の確認

点　検　周　期

No. 確認事項の概要
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「個別点検」  ９－ １ 画像受信用固定型（ヘリテレ用） （廃止） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「個別点検」  ９－ ２ 空中線駆動装置（ヘリテレ用） （廃止） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「個別点検」  ９－ ３ 制御処理装置（ヘリテレ用） （廃止） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「個別点検」  ９－ ４ 連絡用無線装置（ヘリテレ用） （廃止） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃止 

 

 

 

 

 

 

 

廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「個別点検」　　９－　１　画像受信用固定型（ヘリテレ用）

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 ○ 100局 6.250 6.250
2 ○ 100局 6.250 6.250
3 ○ 100局 11.250 11.250
4 ○ 100局 25.000 25.000
5 ○ 100局 12.500 12.500
6 ○ 100局 3.750 3.750
7 ○ 100局 6.250 6.250
8 ○ 100局 3.750 3.750

○ 12.500 12.500 外面の状態確認・清掃
○ 6.250 6.250 据付状態の確認
○ 1.250 1.250 図書類の確認
○ 1.250 1.250 予備品類の確認

「個別点検」　　９－　２　空中線駆動装置（ヘリテレ用）

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 ○    
2 ○ 100局 3.750 3.750
3 ○ 100局 3.750 3.750
4 ○ 100局 3.750 3.750
5 ○ 100局 3.750 3.750
6 ○ 100局 3.750 3.750

○ 1.250 1.250 図書類の確認
○ 1.250 1.250 予備品類の確認

「個別点検」　　９－　３　制御処理装置（ヘリテレ用）

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 ○    
2 ○ 100局 6.250 6.250
3 ○ 100局 10.000 10.000
4 ○ 100局 12.500 12.500
5 ○ 100局 10.000 10.000
6 ○ 100局 10.000 10.000
7 ○ 100局 10.000 10.000
8 ○ 100局 10.000 10.000
9 ○ 100局 3.750 3.750

10 ○ 100局 3.750 3.750
○ 1.250 1.250 図書類の確認
○ 1.250 1.250 予備品類の確認

「個別点検」　　９－　４　連絡用無線装置（ヘリテレ用）

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 ○ 100局 5.000 5.000
2 ○ 100局 5.000 5.000
3 ○ 100局 5.000 5.000
4 ○ 100局 6.250 6.250
5 ○ 100局 5.000 5.000

外観の確認 ○
給電線の確認 ○
VＳＷＲ確認 ○

7 ○ 100局 3.750 3.750
8 ○ 100局 2.500 2.500
9 ○ 100局 2.500 2.500

○ 1.250 1.250 取付状態の確認
○ 1.250 1.250 本体の清掃
○ 1.250 1.250 図書類の確認
○ 1.250 1.250 予備品類の確認

点　検　周　期

点　検　周　期

点　検　周　期

点　検　周　期

100局

100基

受信感度確認

11 図書類・予備品等の確認
100局

内線通話
テスタによる確認
接続部の確認

10 機器本体の清掃等

6 空中線確認

備  考

送信出力確認
最大周波数偏移確認
送信周波数確認

3.750 3.750

スプリアス発射強度確認

100局

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

監視制御機能の確認
接続部の確認
機器本体の清掃等

11 図書類・予備品等の確認

警報動作確認
映像電波捕捉の確認
映像電波自動捕捉機能の確認
映像電波自動追尾機能の確認

備  考

表示の確認
自蔵計器またはテスタによる確認
スイッチ等の機能確認

100局

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

接続部の確認
機器本体の清掃等

7 図書類・予備品等の確認

表示の確認
自蔵計器またはテスタによる確認
水平駆動の確認
垂直駆動の確認

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備  考

9 機器本体の清掃等
100局

10 図書類・予備品等の確認
100局

動作状況の確認
接続部の確認

テスタによる確認
駆動部の確認
角度検出機構注油
伝達機構注油

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備  考

グリスニップルに注油
シリカゲルの交換



電気通信施設点検基準(案) 新旧対照表 

39 

旧 令和３年版 新 朱書き修正 改定主旨・根拠 

「個別点検」  ９－ ５ データ伝送用無線装置（ヘリテレ用） （廃止）

「個別点検」  ９－ ６ 監視制御モニタ装置（ヘリテレ用） （廃止） 

「個別点検」  ９－ ７ 受信用移動型（ヘリテレ用） （廃止） 

廃止 

廃止 

廃止 

「個別点検」　　９－　５　データ伝送用無線装置（ヘリテレ用）

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 ○ 100局 7.500 7.500
2 ○ 100局 2.500 2.500
3 外観の確認 ○

給電線の確認 ○
VＳＷＲ確認 ○

4 ○ 100局 2.500 2.500
○ 1.250 1.250 取付状態の確認
○ 1.250 1.250 本体の清掃
○ 1.250 1.250 図書類の確認
○ 1.250 1.250 予備品類の確認

「個別点検」　　９－　６　監視制御モニタ装置（ヘリテレ用）

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 ○
2 ○ 100局 7.500 7.500
3 ○ 100局 16.250 16.250
4 ○ 100局 3.750 3.750
5 ○ 100局 3.750 3.750

○ 1.250 1.250 図書類の確認
○ 1.250 1.250 予備品類の確認

「個別点検」　　９－　７　受信用移動型（ヘリテレ用）

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 ○
100台 18.750 18.750

2 ○
100台 6.250 6.250

3 ○
100台 3.750 3.750

4 ○
100台 3.750 3.750

5 ○
100台 2.500 2.500

6 ○
100台 5.000 5.000

7 ○
100台 5.000 5.000

8 ○
100台 5.000 5.000

9 ○
100台 6.250 6.250

10 ○
100台 2.500 2.500

11 ○
100台 3.750 3.750

12 ○
100台 10.000 10.000

13 ○
100台 10.000 10.000

○ 100台 1.250 1.250 外面の点検・清掃
○ 100台 1.250 1.250 据付状態の点検
○ 1.250 1.250 図書類の確認
○ 1.250 1.250 予備品類の確認

100台

点　検　周　期

点　検　周　期

点　検　周　期

自動追尾及び映像受信動作の確認

14 機器本体の清掃等

15 図書類・予備品等の確認

連絡用無線部
スプリアス発射強度確認
ＶＴＲ部

交換接続部
内線通話
データ伝送用無線部
データ制御部
自動捕捉機能

操作制御部
スイッチ等の機能確認
連絡用無線部
送信出力確認
連絡用無線部
最大周波数偏移確認
連絡用無線部
送信周波数確認

空中線駆動部
伝達機構注油
空中線駆動部
動作状況の確認
空中線駆動部
動作の確認
操作制御部
自蔵計器またはテスタによる確認

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備  考

機器本体の清掃等
6 図書類・予備品等の確認

100局

表示の確認
テスタによる確認
スイッチ等の機能確認
接続部の確認

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備  考

5 機器本体の清掃等
100局

6 図書類・予備品等の確認
100局

3.750 3.750

接続部の確認

ヘリコプタ情報受信
テスタによる確認
空中線確認

100局

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備  考
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「個別点検」  ９－ ８ 連絡用無線装置（ヘリテレ用：新スプリアス規格準拠） （廃止）

「個別点検」 １１－ １ 画像符号化装置 （廃止） 

廃止 

廃止 

電子媒体での管理に移行した

ため削除 

「個別点検」　　９－　８　連絡用無線装置（ヘリテレ用：新スプリアス規格準拠）

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 ○ 100局 5.000 5.000
2 ○ 100局 5.000 5.000
3 ○ 100局 5.000 5.000
4 ○ 100局 10.620 10.620
5 ○ 100局 5.000 5.000

外観の確認 ○
給電線の確認 ○
VＳＷＲ確認 ○

7 ○ 100局 3.750 3.750
8 ○ 100局 2.500 2.500
9 ○ 100局 2.500 2.500

○ 1.250 1.250 取付状態の確認
○ 1.250 1.250 本体の清掃
○ 1.250 1.250 図書類の確認
○ 1.250 1.250 予備品類の確認

接続部の確認
10 機器本体の清掃等

100局

11 図書類・予備品等の確認
100局

100基 3.750 3.750

内線通話
テスタによる確認

最大周波数偏移確認
送信周波数確認
不要輻射強度確認
受信感度確認

6 空中線確認

No. 確認事項の概要

点　検　周　期 歩掛（人）

備  考

送信出力確認

「個別点検」　１１－　１　画像符号化装置

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 音声の確認 ○ 100対向 3.750 3.750
2 映像の確認 ○ 100対向 3.750 3.750
3 装置の動作確認 ○ 100台 5.000 5.000
4 ＦＡＮの確認 ○ 100台 3.750 3.750
5 接続部の確認 ○ 100台 3.750 3.750
6 機器本体の清掃等 ○ 100台 6.250 6.250
7 図書類・予備品等の確認 ○ 100台 6.250 6.250

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備  考

点　検　周　期

「個別点検」　　３０－　４　受変電設備（図書類・予備品等の確認）

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 図書・予備品類の保管状況の確認
○ 100箇所 2.500 2.500

歩掛（人）

備　考

点　検　周　期

No. 確認事項の概要

「個別点検」　　３０－　４　受変電設備（図書類・予備品等の確認）

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 図書・予備品類の保管状況の確認
○ 100箇所 2.500 2.500

歩掛（人）

備　考

点　検　周　期

No. 確認事項の概要
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表現の修正 

「個別点検」　　３０－　５　閉鎖型受変電設備

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

72.000 72.000
※1 ※1

36.000 36.000
※1,2 ※1,2

2 絶縁耐力及び性能の確認 ○ 100施設 36.000 36.000
3 機能を維持するための確認 ○ 100施設 36.000 36.000

（歩掛の補正）
・盤面数５面１施設を標準構成として、１面当たり増減を標準歩掛の５％とする。
・高圧変圧器３台を標準構成とし、１台当たりの増減を標準歩掛の１０％とする。
・１２か月点検の歩掛であり、適時、５年毎及び３年毎の点検歩掛は実績に応じ積算する。

※1

※2

本歩掛は、３年毎及び５年毎に点検をする項目については含んでいないため、実績に応じて別途積算するものとす
る。
保護継電器の性能確認については、別途「個別点検３０－２，３ 受変電設備（継電器類共通事項）」の歩掛を計上す
る。

母線及び支持物、制御回
路、引出し機構、変成器、
避雷器、断路器、油入遮断
器、真空遮断器、油入変圧
器、モールド変圧器、電力
用コンデンサ設備、電力
ヒューズ、開閉器、区分開
閉器、引込柱、ケーブル

○ 100施設

端子台、接地線、保護継電
器、操作開閉器、切換開閉
器、漏電用遮断器、配線用
遮断器、補助継電器、電磁
接触器

備　考

1 外観、操作機能の確認

○ 100施設

No. 確認事項の概要

点　検　周　期 歩掛（人）

「個別点検」　　３０－　５　閉鎖型受変電設備

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

72.000 72.000
※1 ※1

36.000 36.000
※1,2 ※1,2

2 絶縁耐力及び性能の確認 ○ 100施設 36.000 36.000
3 機能を維持するための確認 ○ 100施設 36.000 36.000

（歩掛の補正）

・１２か月点検の歩掛であり、適時、５年毎及び３年毎の点検歩掛は実績に応じ積算する。
※1

※2

・盤面数５面１施設、高圧変圧器３台を標準構成として、１面当たり増減を標準歩掛の５％、１台当たりの増減
を標準歩掛の１０％とし、両者の補正は乗算により適用するものとする。

本歩掛は、３年毎及び５年毎に点検をする項目については含んでいないため、実績に応じて別途積算するものとす
る。
保護継電器の性能確認については、別途「個別点検３０－２，３ 受変電設備（継電器類共通事項）」の歩掛を計上す
る。

母線及び支持物、制御回
路、引出し機構、変成器、
避雷器、断路器、油入遮断
器、真空遮断器、油入変圧
器、モールド変圧器、電力
用コンデンサ設備、電力
ヒューズ、開閉器、区分開
閉器、引込柱、ケーブル

○ 100施設

端子台、接地線、保護継電
器、操作開閉器、切換開閉
器、漏電用遮断器、配線用
遮断器、補助継電器、電磁
接触器

備　考

1 外観、操作機能の確認

○ 100施設

No. 確認事項の概要

点　検　周　期 歩掛（人）
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燃料劣化や配管詰まりによる

始動不良が散見されるため燃

料の品質確認（色・臭気・水

分）および燃料残量確認を追

加 

「個別点検」　　３７－　１　発動発電機（ディーゼル：１０ｋＶＡ以下）〔原動機〕

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

※ ○ 100台 4.000 4.000

本体系（ファンベルト、燃
料噴射ポンプラック、セル
モータ、エアフィルタ、過
給器ブロアフィルタの確認

○ 100台 11.000 11.000

本体系（燃料油こし器・潤
滑油こし器・消音器のドレ
ン抜き、余熱栓・防震装置
等の確認）、空気始動系、
冷却水系、燃料系、潤滑油
系

※ ○ 100台 6.750 6.750 本体系、空気始動系

○ 100台 5.750 5.750
冷却水系、燃料系、潤滑油
系

○ 100台 18.750 18.750
燃料移送ポンプの動作及び
アラームの発報を確認

3 機能を維持するための確認 ※ ○ 100台 5.500 5.500

「個別点検」　　３７－　１　発動発電機（ディーゼル：５０ｋＶＡ以下）〔原動機〕

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

※ ○ 100台 6.500 6.500

本体系（ファンベルト、燃
料噴射ポンプラック、セル
モータ、エアフィルタ、過
給器ブロアフィルタの確認

○ 100台 20.500 20.500

本体系（燃料油こし器・潤
滑油こし器・消音器のドレ
ン抜き、余熱栓・防震装置
等の確認）、空気始動系、
冷却水系、燃料系、潤滑油
系

※ ○ 100台 20.250 20.250 本体系、空気始動系

○ 100台 22.500 22.500
冷却水系、燃料系、潤滑油
系

○ 100台 18.750 18.750
燃料移送ポンプの動作及び
アラームの発報を確認

3 機能を維持するための確認 ※ ○ 100台 8.250 8.250

「個別点検」　　３７－　１　発動発電機（ディーゼル：２００ｋＶＡ以下）〔原動機〕

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

※ ○ 100台 5.750 5.750

本体系（ファンベルト、燃
料噴射ポンプラック、セル
モータ、エアフィルタ、過
給器ブロアフィルタの確認

○ 100台 23.000 23.000

本体系（燃料油こし器・潤
滑油こし器・消音器のドレ
ン抜き、余熱栓・防震装置
等の確認）、空気始動系、
冷却水系、燃料系、潤滑油
系

※ ○ 100台 26.000 26.000 本体系、空気始動系

○ 100台 27.250 27.250
冷却水系、燃料系、潤滑油
系

○ 100台 18.750 18.750
燃料移送ポンプの動作及び
アラームの発報を確認

3 機能を維持するための確認 ※ ○ 100台 26.000 26.000

2 性能、機能の確認

2 性能、機能の確認

2 性能、機能の確認

1 外観、運転状態の確認

No. 確認事項の概要

No. 確認事項の概要

※：設置環境、重要性等に応じて実施。

歩掛（人）

歩掛（人）

備　考

点　検　周　期

1 外観、運転状態の確認

備　考

※：設置環境、重要性等に応じて実施。

点　検　周　期

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

1 外観、運転状態の確認

点　検　周　期

※：設置環境、重要性等に応じて実施。

「個別点検」　　３７－　１　発動発電機（ディーゼル：１０ｋＶＡ以下）〔原動機〕

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

※ ○ 100台 4.000 4.000

本体系（ファンベルト、燃
料噴射ポンプラック、セル
モータ、エアフィルタ、過
給器ブロアフィルタの確認

○ 100台 11.000 11.000

本体系（燃料油こし器・潤
滑油こし器・消音器のドレ
ン抜き、余熱栓・防震装置
等の確認）、空気始動系、
冷却水系、燃料系、潤滑油
系

※ ○ 100台 6.750 6.750 本体系、空気始動系

○ 100台 5.750 5.750

冷却水系、燃料系、潤滑油
系(各々の品質(色・臭
気)、残量の確認含む)

○ 100台 18.750 18.750
燃料移送ポンプの動作及び
アラームの発報を確認

3 機能を維持するための確認 ※ ○ 100台 5.500 5.500

「個別点検」　　３７－　１　発動発電機（ディーゼル：５０ｋＶＡ以下）〔原動機〕

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

※ ○ 100台 6.500 6.500

本体系（ファンベルト、燃
料噴射ポンプラック、セル
モータ、エアフィルタ、過
給器ブロアフィルタの確認

○ 100台 20.500 20.500

本体系（燃料油こし器・潤
滑油こし器・消音器のドレ
ン抜き、余熱栓・防震装置
等の確認）、空気始動系、
冷却水系、燃料系、潤滑油
系

※ ○ 100台 20.250 20.250 本体系、空気始動系

○ 100台 22.500 22.500

冷却水系、燃料系、潤滑油
系(各々の品質(色・臭
気)、残量の確認含む)

○ 100台 18.750 18.750
燃料移送ポンプの動作及び
アラームの発報を確認

3 機能を維持するための確認 ※ ○ 100台 8.250 8.250

「個別点検」　　３７－　１　発動発電機（ディーゼル：２００ｋＶＡ以下）〔原動機〕

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

※ ○ 100台 5.750 5.750

本体系（ファンベルト、燃
料噴射ポンプラック、セル
モータ、エアフィルタ、過
給器ブロアフィルタの確認

○ 100台 23.000 23.000

本体系（燃料油こし器・潤
滑油こし器・消音器のドレ
ン抜き、余熱栓・防震装置
等の確認）、空気始動系、
冷却水系、燃料系、潤滑油
系

※ ○ 100台 26.000 26.000 本体系、空気始動系

○ 100台 27.250 27.250

冷却水系、燃料系、潤滑油
系(各々の品質(色・臭
気)、残量の確認含む)

○ 100台 18.750 18.750
燃料移送ポンプの動作及び
アラームの発報を確認

3 機能を維持するための確認 ※ ○ 100台 26.000 26.000

2 性能、機能の確認

2 性能、機能の確認

2 性能、機能の確認

1 外観、運転状態の確認

No. 確認事項の概要

No. 確認事項の概要

※：設置環境、重要性等に応じて実施。

歩掛（人）

歩掛（人）

備　考

点　検　周　期

1 外観、運転状態の確認

備　考

※：設置環境、重要性等に応じて実施。

点　検　周　期

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

1 外観、運転状態の確認

点　検　周　期

※：設置環境、重要性等に応じて実施。
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燃料劣化や配管詰まりによる

始動不良が散見されるため燃

料の品質確認（色・臭気・水

分）および燃料残量確認を追

加 

「個別点検」　　３７－　１　発動発電機（ディーゼル：５００ｋＶＡ以下）〔原動機〕

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

※ ○ 100台 7.000 7.000

本体系（ファンベルト、燃
料噴射ポンプラック、セル
モータ、エアフィルタ、過
給器ブロアフィルタの確認

○ 100台 25.000 25.000

本体系（燃料油こし器・潤
滑油こし器・消音器のドレ
ン抜き、余熱栓・防震装置
等の確認）、空気始動系、
冷却水系、燃料系、潤滑油
系

※ ○ 100台 28.750 28.750 本体系、空気始動系

○ 100台 32.500 32.500
冷却水系、燃料系、潤滑油
系

○ 100台 18.750 18.750
燃料移送ポンプの動作及び
アラームの発報を確認

3 機能を維持するための確認 ※ ○ 100台 29.000 29.000

「個別点検」　　３７－　１　発動発電機（ディーゼル：１０００ｋＶＡ以下）〔原動機〕

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

※ ○ 100台 14.000 14.000

本体系（ファンベルト、燃
料噴射ポンプラック、セル
モータ、エアフィルタ、過
給器ブロアフィルタの確認

○ 100台 49.500 49.500

本体系（燃料油こし器・潤
滑油こし器・消音器のドレ
ン抜き、余熱栓・防震装置
等の確認）、空気始動系、
冷却水系、燃料系、潤滑油
系

※ ○ 100台 28.750 28.750 本体系、空気始動系

○ 100台 32.500 32.500
冷却水系、燃料系、潤滑油
系

○ 100台 18.750 18.750
燃料移送ポンプの動作及び
アラームの発報を確認

3 機能を維持するための確認 ※ ○ 100台 29.000 29.000

2 性能、機能の確認

備 考

点　検　周　期 歩掛（人）

備　考

1 外観、運転状態の確認

1 外観、運転状態の確認

点　検　周　期

No. 確認事項の概要

No. 確認事項の概要

2 性能、機能の確認

歩掛（人）

※：設置環境、重要性等に応じて実施。

※：設置環境、重要性等に応じて実施。

「個別点検」　　３７－　１　発動発電機（ディーゼル：５００ｋＶＡ以下）〔原動機〕

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

※ ○ 100台 7.000 7.000

本体系（ファンベルト、燃
料噴射ポンプラック、セル
モータ、エアフィルタ、過
給器ブロアフィルタの確認

○ 100台 25.000 25.000

本体系（燃料油こし器・潤
滑油こし器・消音器のドレ
ン抜き、余熱栓・防震装置
等の確認）、空気始動系、
冷却水系、燃料系、潤滑油
系

※ ○ 100台 28.750 28.750 本体系、空気始動系

○ 100台 32.500 32.500

冷却水系、燃料系、潤滑油
系(各々の品質(色・臭
気)、残量の確認含む)

○ 100台 18.750 18.750
燃料移送ポンプの動作及び
アラームの発報を確認

3 機能を維持するための確認 ※ ○ 100台 29.000 29.000

「個別点検」　　３７－　１　発動発電機（ディーゼル：１０００ｋＶＡ以下）〔原動機〕

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

※ ○ 100台 14.000 14.000

本体系（ファンベルト、燃
料噴射ポンプラック、セル
モータ、エアフィルタ、過
給器ブロアフィルタの確認

○ 100台 49.500 49.500

本体系（燃料油こし器・潤
滑油こし器・消音器のドレ
ン抜き、余熱栓・防震装置
等の確認）、空気始動系、
冷却水系、燃料系、潤滑油
系

※ ○ 100台 28.750 28.750 本体系、空気始動系

○ 100台 32.500 32.500

冷却水系、燃料系、潤滑油
系(各々の品質(色・臭
気)、残量の確認含む)

○ 100台 18.750 18.750
燃料移送ポンプの動作及び
アラームの発報を確認

3 機能を維持するための確認 ※ ○ 100台 29.000 29.000

2 性能、機能の確認

備 考

点　検　周　期 歩掛（人）

備　考

1 外観、運転状態の確認

1 外観、運転状態の確認

点　検　周　期

No. 確認事項の概要

No. 確認事項の概要

2 性能、機能の確認

歩掛（人）

※：設置環境、重要性等に応じて実施。

※：設置環境、重要性等に応じて実施。
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漏れを助長させないために微

減圧試験を用いる場合もあ

る。 

また、液相部の聴音漏洩試験

でも減圧が必要なため、測定

機器等の設置においても効率

が良い。 

10kW 以下とする 

「個別点検」　３８-　１　地下タンク設備　２／２

毎

日

１
ヶ

月

２
ヶ

月

３
ヶ

月

６
ヶ

月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

10.000 10.000

地下タンク内に燃料が
ある場合に実施する。
タンク容量が１０KLま
でに適用

11+0.5n 11+0.5n
1.6 1.6

地下埋設配管
（吸引管・送
油管）

加圧試験
○

100箇所
当たり

10.000 10.000

聴音漏洩試験
○

100箇所
当たり

15.000 15.000
地下水位が底部以下お
よび液面以下の場合に
適用

水位試験　３０ｋｌ未満
○

100箇所
当たり

16.000 16.000
地下水位が液面以下お
よび液面以上の場合に
適用

水位試験　３０ｋｌ以上
○

100箇所
当たり

30.000 30.000
地下水位が液面以下お
よび液面以上の場合に
適用

※１　完成から１５年を超えないものは３年に１回とする。 n:タンク容量（KL単位）

点検周期※１

3 漏洩確認

地下タンク
（液相部）

微加圧試験地下タンク
（気相部）

No 点検項目 点検内容及び判断基準等 備考

地下タンク内に燃料が
ある場合に実施する。
タンク容量が１０KLを
超える場合に適用

歩掛（人）

○
100箇所
当たり

「個別点検」　　３９－　１　太陽電池アレイ （１０ｋＷ）

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 外観、機能の確認 ○ 100台 10.000 10.000
2 性能の確認 ○ 100台 20.000 20.000

「個別点検」　　３９－　２　太陽光発電設備（接続箱 （１０ｋＷ））

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 外観、機能の確認 ○ 100台 7.500 7.500
2 性能の確認 ○ 100台 13.750 13.750

「個別点検」　　３９－　３　太陽光発電設備（パワーコンディショナ （１０ｋＷ））

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 外観、性能の確認 ○ 100台 13.750 13.750
2 絶縁耐力及び機能の確認 ○ 100台 20.000 20.000

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

点　検　周　期

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

点　検　周　期

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

点　検　周　期

「個別点検」　３８-　１　地下タンク設備　２／２

毎

日

１
ヶ

月

２
ヶ

月

３
ヶ

月

６
ヶ

月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

10.000 10.000

地下タンク内に燃料が
ある場合に実施する。
タンク容量が１０KLま
でに適用

11+0.5n 11+0.5n
1.6 1.6

地下埋設配管
（吸引管・送
油管）

加圧試験
○

100箇所
当たり

10.000 10.000

聴音漏洩試験
○

100箇所
当たり

15.000 15.000
地下水位が底部以下お
よび液面以下の場合に
適用

水位試験　３０ｋｌ未満
○

100箇所
当たり

16.000 16.000
地下水位が液面以下お
よび液面以上の場合に
適用

水位試験　３０ｋｌ以上
○

100箇所
当たり

30.000 30.000
地下水位が液面以下お
よび液面以上の場合に
適用

※１　完成から１５年を超えないものは３年に１回とする。 n:タンク容量（KL単位）

点検周期※１

3 漏洩確認

地下タンク
（液相部）

微加圧試験若しくは微減圧
試験

地下タンク
（気相部）

No 点検項目 点検内容及び判断基準等 備考

地下タンク内に燃料が
ある場合に実施する。
タンク容量が１０KLを
超える場合に適用

歩掛（人）

○
100箇所
当たり

「個別点検」　　３９－　１　太陽電池アレイ （１０ｋＷ以下）

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 外観、機能の確認 ○ 100台 10.000 10.000
2 性能の確認 ○ 100台 20.000 20.000

「個別点検」　　３９－　２　太陽光発電設備（接続箱 （１０ｋＷ以下））

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 外観、機能の確認 ○ 100台 7.500 7.500
2 性能の確認 ○ 100台 13.750 13.750

「個別点検」　　３９－　３　太陽光発電設備（パワーコンディショナ （１０ｋＷ以下））

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 外観、性能の確認 ○ 100台 13.750 13.750
2 絶縁耐力及び機能の確認 ○ 100台 20.000 20.000

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

点　検　周　期

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

点　検　周　期

No. 確認事項の概要

歩掛（人）

備　考

点　検　周　期
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免許状提示は不要となったた

め点検としては免許状の文言

は削除 

　「個別点検」　４１－　１　環境点検（観測所局舎・中継所局舎等）

観測所 中継局

技術員 技術員

1 局舎屋外における外観確認 ※ ※ ○ 100局 12.500 18.500

※ ※ ○ 100局 8.750 12.500

棚等耐震対策・雨漏り・蛍
光灯の破損状態等・小動物
が進入するおそれがない
か・消火器の設置状態等の
各確認

※ ※ ○ 100局 3.750 6.250

免許状等の掲示状況・増設
負荷設備への配線等・トイ
レの状況等の各確認

※ ○ 100局 12.500 18.750
排水溝・ルーフドレイン清
掃

※ ○ 100局 12.500 18.750 局者内外整理、整頓。清掃

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

※：設置環境、重要性等に応じて実施。

歩掛（人）

3 局舎内外の清掃

単位
備考毎

日

点　検　周　期

１
ヶ
月

2 局舎屋内における外観確認

No. 確認事項の概要

　「個別点検」　４１－　１　環境点検（観測所局舎・中継所局舎等）

観測所 中継局

技術員 技術員

1 局舎屋外における外観確認 ※ ※ ○ 100局 12.500 18.500

※ ※ ○ 100局 8.750 12.500

棚等耐震対策・雨漏り・蛍
光灯の破損状態等・小動物
が進入するおそれがない
か・消火器の設置状態等の
各確認

※ ※ ○ 100局 3.750 6.250

免許状等の掲示状況・増設
負荷設備への配線等・トイ
レの状況等の各確認

※ ○ 100局 12.500 18.750
排水溝・ルーフドレイン清
掃

※ ○ 100局 12.500 18.750 局者内外整理、整頓。清掃

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

※：設置環境、重要性等に応じて実施。

歩掛（人）

3 局舎内外の清掃

単位
備考毎

日

点　検　周　期

１
ヶ
月

2 局舎屋内における外観確認

No. 確認事項の概要
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令和元年１２月

（４／４）

巡回点検

電気通信施設点検業務標準歩掛（案）

令和８年３月

（４／４）

巡回点検

電気通信施設点検業務標準歩掛（案）
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10kW 以下を対象 

「巡回点検」　　９－１　太陽光発電設備

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 設置環境に応じた装置の状態確認 　※ 100台 0.000 50.000

備　考

点　検　周　期

No. 確認事項の概要

歩掛（人）
「巡回点検」　　９－１　太陽光発電設備

毎
日

１
ヶ
月

２
ヶ
月

３
ヶ
月

６
ヶ
月

12
ヶ
月

単位 技術者 技術員

1 設置環境に応じた装置の状態確認 　※ 100台 0.000 50.000 10kW以下

備　考

点　検　周　期

No. 確認事項の概要

歩掛（人）


